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臨時的任用職員・任期付職員・会計年度任用職員の 
任用及び服務について 

 
 地方公務員の臨時･非常勤職員の適正な任用･勤務条件を確保するため、地方公務員法及

び地方自治法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２９号。以下「改正法」という。）

が平成２９年５月１７日に公布され、令和２年４月１日から施行された。 

 

◯改正概要について 
 
１ いわゆる「空白期間」の適正化 
２ 一般職の「会計年度任用職員」の導入 

   原則  ア フルタイム ：週３８時間４５分 
      イ パートタイム：週３８時間４５分未満 
３ 特別非常勤職員及び臨時的任用職員の任用条件の厳格化 

 

臨時的任用職員について 
これまで、地方公務員法第２２条に基づいて任用している臨時的任用職員（臨時講師

等）は、６月を超えない期間での任用後、１回のみ更新できることとなっており、１２

月を超えた任用とならないよう、任用期間終了後、１日空けて新たな採用として任用し

てきた。 
   しかし、国の運用通知を踏まえ、令和２年度から臨時的任用に係る空白期間を是正す

ることとした。 
※地方公務員法の改正によって新たに設けられた「会計年度任用職員」について、国は、

法改正に係る運用通知において、「退職手当や社会保険料等を負担しないようにするた

め、再度の任用の際、新たな任期と前の任期との間に一定の期間（いわゆる「空白期間」）

を設けることは適切ではない」と明示するとともに、臨時的任用職員についても「臨時

的任用職員のいわゆる「空白期間」の取扱いについては、会計年度任用職員と考え方は

同様であり、不適切な「空白期間」の是正を図るべきものである。」と明示している。 

 
   【任用例】 

見直し前 ３１.４.１～３１.９.３０ →  元.１０.１～ ２.３.３０ 

見直し後  ２.４.１～ ２.９.３０ →  ２.１０.１～ ３.３.３１ 

   ※青森県立学校臨時的任用職員管理要綱参照 
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任期付職員について 
育休法により、育児代替の臨時的任用職員は、１年を超えてはならないと規定されて

おり、全国的に文部科学省から厳格な任用を求められているため、令和２年度からは育

休等の代替講師については「任期付講師」等として任用する。 
  →「育児休業及び配偶者同校休業に係る代替の任期付採用の実施について」参照 

 

会計年度任用職員について 
１ 「特別職非常勤職員」の任用条件の厳格化 
  これまでの「特別職非常勤職員」については、任用条件の厳格化により、一部の職

を除き、全て一般職の「会計年度任用職員」となる。 
※「特別職非常勤職員」は、主に、学校評議員、学校医などに限定される。 

 

２ 「会計年度任用職員」の服務、人事評価、期末手当 
 （１）会計年度任用職員は、服務に関する規定（職務に専念する義務、信用失墜行為

の禁止、秘密を守る義務、政治的行為の制限、懲戒処分等）の対象となる。 
 （２）会計年度任用職員は、人事評価の対象となる。 
    ※ただし、人事評価の対象となる要件（任用期間等）については、他部局等の

状況も踏まえ、今後定める予定。 

 （３）一定の要件を満たす者については、期末手当を支給する。（任用期間６か月以

上かつ週１５.５時間以上が支給対象） 

 →「青森県公立小中学校非常勤職員の任用等取扱要領」参照 
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臨時的任用職員・任期付職員の給与等について 

 

１ 臨時的任用職員について 

 令和２年４月１日より、「臨時職員の給与に関する規程」が改正され、以下

のとおりとなりました。 

（１）給料決定 

 従   前 令和２年度から 

職務の級 各職の給料表１級適用 

号  級 上限あり 

教育職（二）  １－６１ 

行政職     １－３７ 

医療職（二）  １－３７ 

 

経験年数等に応じて、1級で給

料決定を行う。 

 

（２）単身赴任手当 

   単身赴任手当の支給対象となり、支給要件は正規職員に準じます。 

 

２ 任期付職員について 

任期付職員は「任期のある正規職員」となることから、「職員の給与に関す

る条例」が適用されます。 

（１）給料決定、昇給等の手続きは、正規職員と同様に職員福利課で行います。 

（２）給与の支払い手続きについては、臨時的任用職員と同様に教育事務所で 

事務処理を行います。 

 

３ その他 

（１）共済組合関係 

ア 公立学校共済組合員の資格取得について 

令和２年４月１日より、臨時的任用職員、任期付職員は全て任用の日か

ら公立学校共済組合員の資格を取得することになりました。 

  イ 被扶養者認定（取消）申告書の提出先について 

正規職員と同様に、被扶養者認定（取消）申告書は、最初に直接共済組

合に提出してください。 

申告書は共済組合から中南教育事務所に転送され、中南教育事務所で

は、「扶養手当受給の有無」欄及び「給与事務担当者確認印」欄を記入後、

あらためて共済組合に返送します。 
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ウ 青森県教職員互助会について 

公立学校共済組合に加入すると、青森県教職員互助会の加入資格を得

ることになります。加入手続き・掛金については正規職員と同様です。 

 

（２）児童手当について 

公立学校共済組合員となりますので、児童手当は県から支給されます。 

ア 児童手当・特例給付認定請求書について 

児童手当の受給該当者となった場合は、速やかに児童手当・特例給付認

定請求書を中南教育事務所に提出してください。 

イ 児童手当・特例給付支給事由消滅届について 

例えば、３月３１日まで民間企業に勤務していて、４月１日付けで臨時

的任用職員に採用された者については、４月分の児童手当は市町村が支給

し、５月分からは県が支給しますので、市町村に対して児童手当・特例給

付支給事由消滅届を提出する必要があります。  

なお、参考までに、４月１日付け新採用者の児童手当支給開始月は以下

のとおりとなっています。 

前  所  属 
前所属での受

給権消滅日 
県への請求時期 

県からの児童手当 

支給開始月 

弘前大学附属幼小中 ４月１日 ４月中に請求した場合 ５月 

民間企業 ４月１日 〃 ５月 

地方公務員 ３月３１日 
１５日以内（４／１５

まで）に請求した場合 
４月 

国家公務員 ３月３１日 〃 ４月 

  ※令和元年度 給与等事務研修会 資料３「質疑応答について」参照 

 


